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Ⅰ 調査の概要 
 

１ 調査の目的 

この調査は、東京都の公立学校卒業者の進路状況を明らかにし、学校教育における児童・生徒の進路指

導に役立てるとともに、教育行政上の基礎資料を得ることを目的とする。 

 

２ 調査の対象 

公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校 

 

３ 調査の時点 

令和７年５月１日現在 (令和７年３月卒業生) 

 

４ 調査の方法 

（１） 全数調査方式 

（２） 区市町村立の学校については、当該区市町村教育委員会が調査票を回収・審査の上、東京都教育 

   委員会に提出する。都立学校については、東京都教育委員会が調査票の回収・審査を行う。 

 

５ 調査票の種類 

票の記号 調査票名 調 査 対 象 主 な 調 査 事 項 

Ｂ１ 進路調査票 

小学校 

義務教育学校の前期課程 

特別支援学校の小学部 

状況別卒業者数、区域内進学者の進学先内訳等 

Ｂ２   〃 

中学校（夜間学級及び日本語学級 

（夜間)を含む。）  

義務教育学校の後期課程 

中等教育学校の前期課程 

状況別卒業者数、課程別・学科別・設置者別進学者

数、就職者等数、専修学校等入学者数、左記以外の

者の人数等 

Ｂ３   〃 
高等学校 

中等教育学校の後期課程 

Ｂ４   〃 

中学校の特別支援学級 

義務教育学校の後期課程の特別支 

援学級 

特別支援学校の中学部･高等部 

状況別卒業者数、課程別・設置者別進学者数、雇用

形態別・職業別就職者等数、社会福祉施設入所、通

所者数、在家庭者数等 
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６ 用語の解説 

（１）Ｂ１票 

項    目 説           明 

区域内 

小学校と同一区市町村立の中学校への進学者 

特別支援学校の小学部 (区立)…特別支援学校設置区立の中学校への進学者 

(都立)…該当せず 

 
校区内 

卒業小学校から見た指定中学校への進学者 

指定中学校の定めがない場合は、卒業小学校が入学した中学校の通学区域内にある者 

校区外 
卒業小学校と同一区市町村内で指定中学校以外への区市町村立中学校進学者 

指定中学校の定めがない場合は、卒業小学校が入学した中学校の通学区域外にある者 

区域外 

小学校と同一区市町村以外の都内区市町村立中学校への進学者 

千代田区立九段中等教育学校への進学者 

特別支援学校の小学部 (区立)…設置区立以外の都内区市町村立中学校への進学者 

(都立)…都内区市町村立中学校への全ての進学者 

義務教育学校 義務教育学校（後期課程）への進学者 

都立 都立中学校及び都立中等教育学校への進学者 

特別支援学校中学部 区立及び都立特別支援学校の中学部への進学者 

（２）Ｂ２票 

項    目 説          明 

進学者 

高等学校の本科（全日制課程・定時制課程・通信制課程）及び別科、中等教育学校後期課

程の本科（全日制課程・定時制課程）及び別科、高等専門学校、特別支援学校の高等部へ

進学した者（定時制及び通信制進学者のうち就職している者を含む。外国の高校等に入学

する者は「左記以外の者」に該当し、この欄には含まない。） 

専修学校等入学者 
専修学校、各種学校、公共職業能力開発施設等に入学した者（高等学校等に進学しながら

専修学校等に入学した者は上記「進学者」として扱い、この欄には含まない。） 

就職者等 
就職者（自営業主等、無期雇用労働者、フルタイム勤務相当の有期雇用労働者）及び一時

的な仕事に就いた者（フルタイム勤務相当以外の有期雇用労働者、臨時労働者） 

左記以外の者 上記のいずれにも該当しない者（例：家事手伝い、海外転出者） 

注) 「進学者」の進学先のうち、高等学校及び中等教育学校後期課程の別科については、項目から割愛している統計

表がある。 

（３） Ｂ３票 

項    目 説          明 

進学者 

大学、短期大学、大学（短大）通信教育部（正規の課程）及び放送大学（全科履修生）、 

大学（短大）別科、高等学校専攻科、特別支援学校高等部専攻科へ進学した者（進学者の

うち就職した者を含む。) 

専修学校等入学者 

専修学校、各種学校､公共職業能力開発施設等に入学した者（受験準備の予備校に入った

者を含む。ただし、大学等に進学しながら専修学校等に入学した者は上記「進学者」とし

て扱い、この欄には含まない。） 

就職者等 
就職者（自営業主等、無期雇用労働者、フルタイム勤務相当の有期雇用労働者）及び一時

的な仕事に就いた者（フルタイム勤務相当以外の有期雇用労働者、臨時労働者） 

左記以外の者 
上記のいずれにも該当しない者（例：家事手伝い、海外転出者、専修･各種学校の無認可

校に進んだ者） 
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（４）Ｂ４票 

項    目 説          明 

進学者 Ｂ２票・Ｂ３票に準ずる。 

専修学校等入学者 
専修学校、各種学校、公共職業能力開発施設等に入学した者（就職して、専修学校等に入

学した者は「就職者等」とし、この欄には含まない。） 

社会福祉施設 

入所、通所者 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）によ

る「障害福祉サービス」を提供している施設等の社会福祉施設に入所又は通っている者 

 
就労移行支援 

一般企業等へ就労を希望する者で、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために

必要な訓練、求職活動に関する支援等を受ける者 

就労継続支援Ａ 一般企業等での就労が困難な者で、働く場の提供、知識及び能力の向上のために必要な訓

練の支援等を受ける者 

（Ａ型＝雇用型、Ｂ型＝非雇用型） 就労継続支援Ｂ 

自立訓練 
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上の

ために必要な訓練の支援等を受ける者 

生活介護 
常に介護を必要とする者で、主として昼間において、入浴、排せつ、食事の介護等及び創

作的活動又は生産活動の機会の支援等を受ける者 

地域活動支援 

センター 

創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行うことのできる支援等を受け

る者 

その他 上記以外の支援等を受ける者 

就職者等 

就職者（自営業主等、無期雇用労働者、フルタイム勤務相当の有期雇用労働者）及び一時

的な仕事に就いた者（フルタイム勤務相当以外の有期雇用労働者、臨時労働者） 

※文部科学省の学校基本調査の項目変更を踏まえて、令和元年度卒業者から「就業者」は

「就職者等」となった。 

在家庭者 
上記のいずれにも該当しない者で､進学・就職希望等の理由により家庭にいる者（病気で

入院中の者を含む。) 

（５）就職者等の雇用形態（共通） 

項    目 説          明 

自営業主等 自営業主である者 

無期雇用労働者 雇用契約期間の定めがない者 

有期雇用労働者ａ 雇用契約期間の定めが１年以上かつ週の労働時間が 30 時間以上の者 

有期雇用労働者ｂ 
雇用契約期間の定めが１年以上かつ週の労働時間が 30 時間未満の者又は雇用契約期間の

定めが１か月以上１年未満の者 

臨時労働者 雇用契約期間の定めが１か月未満の者 

 


